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前
年
中
の
所
得
が
な
い
な
ど
の
理
由
で
、

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
い
方
で
も
、
町

県
民
税
の
申
告
は
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
ま
た
、
湯
河
原
町
以
外
に
住
ん
で
い
る

親
族
の
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方
も
そ
の

旨
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
は
町
県
民
税
の
申
告
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

・
あ
な
た
が
確
定
申
告
を
行
っ
た
場
合

・
一
箇
所
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
て
年
末

調
整
が
済
ん
で
い
る
場
合

・
公
的
年
金
だ
け
を
受
給
し
て
い
る
人
で

一
定
の
金
額
以
下
の
場
合

・
町
内
在
住
の
親
族
が
確
定
申
告
や
給
与

の
年
末
調
整
で
あ
な
た
を
扶
養
し
て
い

る
旨
の
申
告
を
し
た
場
合

【
申
告
受
付
期
限
及
び
時
間
】

　
３
月
15
日
（
水
）
ま
で
　

　
９
時
〜
16
時
（
土
・
日
を
除
く
。
）

※
申
告
相
談
は
、
午
前
は
11
時
30
分
ま
で
、

午
後
は
３
時
30
分
ま
で
に
受
付
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
会
場
】
役
場
第
２
庁
舎
３
階
会
議
室

　
オ
ー
ト
バ
イ
（
１
２
５
CC
以
下
）
の

所
有
者
の
変
更
や
廃
棄
処
分
な
ど
を
し

た
場
合
に
は
、
税
務
課
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、

盗
難
や
人
に
譲
っ
た
り
し
た
と
き
は
、

早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
詳
し
く
は
、
税
務
課
（
内
線
２
６
１
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　　【
申
告
受
付
期
限
及
び
時
間
】

　
３
月
15
日（
水
）ま
で
　
９
時
〜
17
時

　
（
期
間
中
、
土
・
日
も
受
付
）

　
ど
な
た
で
も
無
料
で
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。

【
会
場
】
納
税
セ
ン
タ
ー
・
青
色
会
館

　
５
階
大
ホ
ー
ル
（
旧
県
合
同
庁
舎
）

　
小
田
原
市
本
町
２
―
３
―
24

【
問
合
せ
】（
社
）小
田
原
青
色
申
告
会

　
　
　
　
　
☎
（
24
）
２
６
１
３

　
平
成
18
年
度
固
定
資
産
税
の
土
地
価

格
等
縦
覧
帳
簿
と
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
を
実
施
し
ま
す
。

　
縦
覧
期
間
中
は
、
納
税
者
が
自
己
の

土
地
又
は
家
屋
の
価
格
（
評
価
額
）
と

他
の
土
地
又
は
家
屋
の
価
格
（
評
価
額
）

を
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
や
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
に
よ
り
比
較
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
自
己
の
所
有
す
る
固
定
資
産

の
平
成
18
年
度
の
課
税
内
容
に
つ
い
て
も
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
よ
り
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
の
他
、土
地
の
評
価
に
係
る
標
準
地
・

路
線
価
図
に
つ
い
て
も
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

【
縦
覧
期
間
】

　
４
月
３
日（
月
）〜
５
月
31
日（
水
）

　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

【
縦
覧
場
所
】

　
役
場
第
２
庁
舎
１
階
　
税
務
課

【
縦
覧
対
象
者
】

　
湯
河
原
町
に
土
地
又
は
家
屋
を
所
有
し
、

平
成
18
年
度
に
固
定
資
産
税
を
納
税
す

る
方
（
同
居
の
親
族
、
納
税
者
か
ら
文
書

で
委
任
さ
れ
た
方
、
納
税
管
理
人
、
固
定

資
産
の
共
有
者
は
可
）

※
縦
覧
時
に
は
、
本
人
確
認
の
た
め
、

免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
平
成
18
年
度

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
な
ど
本
人
を

確
認
で
き
る
も
の
を
提
示
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
町
税
な
ど
の
納
付
は
便
利
・
安
心
・

確
実
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
は
、
通
帳
と
お
届
け
印
を
持
っ

て
、
金
融
機
関
で
簡
単
に
で
き
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申

告
に
つ
い
て

　
基
準
期
間(

平
成
15
年
分)

の
課
税
売
上
高
が
１，

０
０
０
万
円
を
超
え
る
方
及
び
「
消
費
税
課
税
事

業
者
選
択
届
出
書
」
を
提
出
し
て
い
る
方
は
、
平

成
17
年
分
の
消
費
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

【
受
付
期
限
】
３
月
31
日（
金
）ま
で

※
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
書
に
は
、
課
税
期

間
中
の
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
及
び
課
税
仕
入
等

の
税
額
に
関
す
る
明
細
書
（
付
表
）
を
添
付
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
還
付
申
告
の
場
合
は
、
「
仕
入
控
除
税
額
に

関
す
る
明
細
書
」
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
贈
与
税
の
申
告
に
つ
い
て

　
平
成
17
年
中
に
、
個
人
か
ら
土
地
や
建
物
な
ど

の
不
動
産
、
現
金
、
預
貯
金
、
株
式
な
ど
の
財
産

を
も
ら
っ
た
方
で
年
間
１
１
０
万
円
を
超
え
る
場

合
、
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
が
必
要
で
す
。

【
受
付
期
限
】
３
月
15
日（
水
）ま
で

【
問
合
せ
】
小
田
原
税
務
署
☎（
35
）４
５
１
１

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
所
得
税
の
確
定

申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
確
定
申
告
書
の
作
成

が
で
き
ま
す
。
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
（
カ
ラ
ー
）
し

た
申
告
書
は
そ
の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
土
地
、
建
物
な
ど
の
譲

渡
所
得
の
あ
る
方
な
ど
、
ご
利
用
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
青
色
申
告
決
算
書
、
収
支
内
訳
書
、
消
費
税
の
確

定
申
告
書
も
作
成
で
き
ま
す
。

●
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　http
://w
w
w
.nta.g

o.jp

●
東
京
国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　http
://w
w
w
.tokyo.nta.g

o.jp

※
各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
湯
河
原
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
リ
ン
ク
し
て
い
ま
す
。

税
だ
よ
り

税
だ
よ
り

税だより

税
だ
よ
り

税
務
課
　
内
線
２
６
１


